
（平成２５年７月２４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

厚生年金関係 15 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 8 件



関東東京厚生年金 事案24448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格

喪失日（昭和 36年12月31日）及び資格取得日（昭和37年５月１日）を取り消し、申

立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年12月31日から37年５月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る被保険者記録については、Ａ社において昭和 34 年４月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、36 年 12 月 31 日に資格を喪失後、37 年５月１日に同社

において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間においてもＡ社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立人を記憶する複数の元従業員は、申立人は申立期間も含めて勤務形態に変

更は無く、製造部門において製造や検査などの業務に従事していた旨供述していること

から、申立人は、申立期間及びその前後の期間において勤務形態に変更は無く、Ａ社に

おける勤務は継続していたと推認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間において

被保険者記録に空白がある者は申立人のみであることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所（当時）

  



の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主は社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 36 年 12 月から 37 年４月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成19年８月８日は20万

3,000円、同年 12月18日は22万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年８月８日 

② 平成19年12月18日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。申立期間において賞与が支給され、厚生年金保険料を控除されていた。賞与の振

込みが確認できる預金通帳を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された預金通帳及びＡ社が年金事務所に提出した賞与支払に関する回

答書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記回答書において確認できる保険料控除

額から、平成 19年８月８日は 20万 3,000円、同年 12月 18日は 22万 2,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間当時の事業主は、同社は

廃業状態で当時の資料は残されておらず、社会保険関係事務は顧問社会保険労務士に任

せていたとしているところ、当該社会保険労務士の所在を特定することができず、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

  



これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年７月 16 日は 16

万5,000円、同年 12月21日は10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月16日 

② 平成 16年12月21日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。当時は定期的に年に２回の賞与が支払われていた記憶があるので、標準賞与額

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与変動項目一覧表及び同社の回答により、申立人は、申立期間

に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与変動項目一覧表において確

認できる賞与額から、平成 16年７月16日は16万5,000円、同年12月21日は10万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、当該賞

与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行して

いないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、平成 13 年 11 月１日から同年 12 月３日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を26万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 13年10月から同年12月３日まで 

② 平成 13年12月３日から14年５月11日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社には平成 13年10月から継続して勤務しており、就職年月が記載された給与所得の

源泉徴収票を提出するので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

また、申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額が、給料明細に記載されている保

険料控除額に見合う標準報酬月額と相違している。当該給料明細を提出するので、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、平成 13 年 11 月１日から同年 12 月３日までの期間について、雇

用保険の加入記録並びに申立人から提出された同年 11月分から14年５月分までの給料

明細並びにＡ社から提出された 13年分及び14年分の給与所得に対する所得税源泉徴収

簿により、申立人は、当該期間において同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  



また、当該期間の標準報酬月額については、上記給料明細及び所得税源泉徴収簿にお

いて確認できる保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、社会保険関係の手続書類は残されていないことから不明としており、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

申立期間②について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記給料明細及び所得税源泉徴収

簿において確認できる保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、社会保険関係の手続書類は残されていないことから不明としており、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

申立期間①のうち、平成 13 年 10 月から同年 11 月１日までの期間について、申立人

から提出された給与所得の源泉徴収票に申立人の就職年月は同年 10 月と記載されてい

る上、Ａ社は、給与の締め日を 20日としているところ、上記の同年11月分の給料明細

に欠勤控除の記載が無いことから判断すると、申立人は、少なくとも同年 10 月 22 日

（月曜日）には同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、上記給料明細及び所得税源泉徴収簿により、申立人は、当該期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 13 年１月１日から同年 10 月１日までの期間、14

年 10 月１日から 15 年３月１日までの期間、同年４月１日から 19 年９月１日までの期

間及び20年９月１日から同年 10月１日までの期間について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、13 年１月は 32 万円、同年２月は 36

万円、同年３月は 34 万円、同年４月は 38 万円、同年５月及び同年６月は 34 万円、同

年７月は 28万円、同年８月は 34万円、同年９月は 32万円、14年 10月から 15年２月

まで及び同年４月から同年８月までは 26 万円、同年９月から 19 年７月までは 28 万円、

同年８月は36万円、20年９月は 41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年４月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の改定の基礎となる同年１月から同年３月までは標準報酬月額 47 万円に

相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立

人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年１月１日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

  



いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月１日から 22 年 12 月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 12月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月から同年９月まで、14 年 10 月から

15 年２月まで、同年４月から 19 年８月まで及び 20 年９月の標準報酬月額について

は、申立人から提出された給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額

から、13年１月は 32万円、同年２月は36万円、同年３月は34万円、同年４月は38

万円、同年５月及び同年６月は 34 万円、同年７月は 28 万円、同年８月は 34 万円、

同年９月は 32万円、14年 10月から 15年２月まで及び同年４月から同年８月までは

26 万円、同年９月から 19 年７月までは 28 万円、同年８月は 36 万円、20 年９月は

41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 13年10月から14年９月まで、15年３月、19年９月

から20年８月まで及び同年 10月から22年11月までについて、上記給与明細票にお

いて確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年４月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、同年４月は 22万円、同年５月から同年８月までは36万円と

記録されている。しかし、上記給与明細票によると、標準報酬月額の改定の基礎とな

る同年１月から同年３月までは標準報酬月額 47 万円に相当する報酬月額が事業主に

より申立人へ支払われていたことが確認できる。 

  



したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 47 万円に訂正することが必要

である。 

一方、申立期間のうち、平成 22 年 12 月から 23 年３月までの期間について、上記

給与明細票によると、当該期間の標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４

月から 23 年２月までの期間において、申立人は、その主張する報酬月額が事業主に

より支払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂正を行う必要は認めら

れない。 

  



関東東京厚生年金 事案24455 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ製造所における資格喪失日

に係る記録を昭和 57年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を12万6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において異動はあったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ｂ社発行の在職証明書及び同社が加入するＤ厚生年金基金から提出

された加入員台帳により、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和

57 年７月１日に同社Ｃ製造所から同社Ｅ製造所に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 57 年５月の厚生年金

保険被保険者原票の記録から、12万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「当初、昭和 57年６月 30日を申立人に係る資格喪失日として届け出たが、同年

７月 12 日に厚生年金基金に資格喪失日を同年７月１日とする訂正届を提出しており、

当該訂正届は複写式でないものの、当然、社会保険事務所（当時）にも同様の訂正届を

提出し、保険料も納付しているはずだ。」と主張しているが、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

  



いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を、平成 17年６月 15日は12万7,000円、同年12月15日は40万1,000円、

18年６月15日は28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年６月15日 

② 平成 17年12月15日 

③ 平成18年６月15日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。一部期間の賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及び申立人の取引銀行における取引明細表により、

申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書及び取引明細表において確

認又は推認できる保険料控除額及び賞与額から、平成 17年６月 15日は 12万 7,000 円、

同年12月15日は40万1,000円、18年６月15日は28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に解散しており、元代表取締役及び破産管財人は確認できる資料は無い旨回答して

いるが、申立期間当時、同社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間

における夏、冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には当該賞与に係る届出をしておらず、当該賞与から控除した厚生年金保険料も納付し

ていなかった。」と供述していることから、社会保険事務所は、当該標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 22 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 62万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成22年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には平成 22 年 10 月 31 日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び申立人から提出された給与明細書により、申立人は、申立期

間においてＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認できる保険

料控除額から、62万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、申立期間に係る保険料を納付したと回答しているところ、年金事務所から提出され

た申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届により、同社が申立人に係る

資格喪失日を平成 22 年 10 月 31 日として届け出ていることが確認できることから、年

金事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（年

金事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年７月10日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。賞与支払明細書では保険料が控除されているので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書及び平成 15 年分給与所得の源泉徴収票により、

申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書において確認できる保

険料控除額及び賞与額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履

行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 37年12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年11月30日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された退職慰労金計算書及び同社の供述から判断すると、申立人は、Ａ

社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 37年12月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 37 年

10月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は資料が無いため不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和37年12月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 11月30日と誤って記録すること

は考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和 41 年

３月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年３月25日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間は、Ｃ営業所からＢ工場に異動した時期であるが、継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社Ｃ営業所及び同社Ｂ工場において申立人と一緒に勤務

していたとする上司の回答等から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社

Ｃ営業所から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められる。 

なお、申立期間に係る異動日について、Ａ社が保有する人事異動資料には６人の従業

員の異動日が昭和 41年３月 21日と記載されているが、上記上司は、同社Ｃ営業所から

同社Ｂ工場には順次異動していたとしているところ、申立人の同社同営業所における資

格喪失日は同年３月 25日であることから、同日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 41 年

４月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、適用事業所名簿にはＡ社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

41 年４月１日と記載されているが、同社が保有する人事異動資料によると、申立期間

直前の同年３月 21 日に同社Ｃ営業所から同社同工場に５人以上の従業員が異動してい

ることが確認できることから、同社同工場は、申立期間においても厚生年金保険法の適

用事業所の要件を満たしていたと判断される。 

  



また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

Ｂ工場は、申立期間において適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に

適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であった

と認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を38万円に訂正することが

必要である。 

また、申立期間②のうち、昭和57年８月31日から58年５月６日までの期間について、

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年５月６日であると認め

られることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、38万円とすることが妥当である。 

さらに、申立人は、申立期間②のうち、昭和58年５月６日から同年７月21日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社における上記訂正後の資格喪失日（昭和58年５月６日）を同年７月21日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を38万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和56年10月１日から57年８月31日まで 

            ② 昭和57年８月31日から58年７月21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が実際

に受け取っていた給与額に見合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正して

ほしい。 

また、申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間もＡ社に勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の標準報

酬月額は、当初、昭和56年10月の定時決定により38万円と記録されていたところ、同

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった58年２月28日の後の同年５月６日付けで、

当該定時決定の記録が取り消され、20万円に減額訂正されていることが確認できる上、

  



申立人と同様に、同日付けで標準報酬月額を遡って減額訂正されている者が28人確認

できる。 

また、Ａ社の経理部長は、当時、同社には社会保険料の滞納があった旨供述してい

る。 

さらに、Ａ社の元従業員は、申立人は営業の仕事をしており、厚生年金保険事務に

は関与していない旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった後に、申立人に係る上記減額訂正処理を行う合理的な

理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該期間

に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た38万円に訂正するこ

とが必要である。 

２ 申立期間②のうち、昭和57年８月31日から58年５月６日までの期間について、雇用

保険の加入記録及び申立人から提出された給与明細書により、申立人は、当該期間に

おいてもＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、上記被保険者名簿によると、申立人のＡ社における資格喪失日について、同

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和58年２月28日の後の同年５月６日付

けで、遡って57年８月31日と記録されていることが確認できる上、申立人と同様に、

同日付けで資格喪失日を遡って57年８月31日と記録されている者が38人確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本により、同社は、当該期間においても法

人事業所であったことが確認できる上、複数の従業員が、従業員は10数人以上であっ

たと供述していることから、同社は、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たして

いたと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった後に、申立人に係る上記資格喪失処理を行う合理的な理由は無

く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社にお

ける資格喪失日を当該処理日である昭和58年５月６日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記資格喪失処理前の社

会保険事務所の記録から、38万円とすることが妥当である。 

３ 申立期間②のうち、昭和58年５月６日から同年７月21日までの期間について、雇用

保険の加入記録及び上記給与明細書により、申立人は、当該期間においてもＡ社に勤

務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、上記登記簿謄本により、Ａ社は、当該期間においても法人事業所であったこ

とが確認できる上、複数の従業員が、従業員は10数人以上であったと供述しているこ

とから、同社は、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたと判断される。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認できる保

険料控除額及び申立人に係る上記訂正後の昭和58年４月の標準報酬月額から、38万円

とすることが妥当である。 

  



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は、当該期間において適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に適

用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 40 年４月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において異動はあったものの、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人に係る人事記録から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 40 年４月１日に同社本社から同社Ｂ所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 40 年４月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和41年10月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月１日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

設立のため、責任者としてＢ社Ｃ工場からＡ社に異動したが、継続して勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の親会社であるＢ社が保管する申立人に係る個人台帳及びＡ社が保管する申立人

に係る失業保険被保険者資格取得確認通知書から判断すると、申立人は、Ｂ社及びＡ社

に継続して勤務し（昭和 41年10月１日にＢ社Ｃ工場からＡ社に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和41年11月の

社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 42 年３月 21

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年３月21日から同年４月５日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＢ工場からＣ工場への異動はあったが、継続して勤務していたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び申立人と一緒に勤務していたとする複数の従業員の供述から判断する

と、申立人は、同社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、Ａ社Ｃ工場に係る事業所別被保険者名簿によると、同社同工場は昭和 42 年９

月 21 日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所でないこと

が確認できる。 

しかしながら、オンライン記録により、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 42

年４月５日であることが確認できる上、同社は、「申立人がＣ工場に異動となった同年

３月21日から同工場が適用事業所となった同年９月 21日までの期間については、当社

本社に所属させる取扱いをしていたものと考えられる。」旨回答していることから、申

立人は、申立期間について、同社において被保険者資格を有していたものとすることが

相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

  



は、申立人に係る資格取得の届出を誤って行い、申立期間に係る厚生年金保険料を納付

していないことを認めていることから、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



関東東京国民年金 事案13760 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 15 年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年５月 

    私は、平成 15 年７月に母と一緒に市役所へ行き、学生納付特例の申請手続を行っ

た。その際、母が申立期間の国民年金保険料を窓口で現金で納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 15 年７月に学生納付特例の申請手続を行った際に、申立人の母親が

市役所の窓口で申立期間の国民年金保険料を納付したと説明しているが、14 年４月以

降の保険料の収納事務は国に一元化されており、15 年７月当時に申立期間の保険料を

市役所の窓口で納付することはできない。 

そのほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13761 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年５月から 47年３月までの国民年金保険料及び平成４年３月の付加

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から47年３月まで 

                          ② 平成４年３月 

私の母は、私が退職した昭和 46 年５月に私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してくれていたと思う。また、途中からは付加保険料も併せて納付し

てくれた。申立期間①の定額保険料及び申立期間②の付加保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号

番号の任意加入被保険者に係る資格取得日から昭和 47 年６月頃に払い出されたと推認

でき、同年同月時点で、申立期間の国民年金保険料は過年度納付することが可能であっ

たものの、申立人の保険料を納付していたとする母親から聴取することができない上、

申立人は保険料納付に関与していないとしていることから、当該期間における保険料納

付状況は不明である。 

申立期間②については、オンライン記録により当該期間の定額保険料は平成４年 11

月 26 日に過年度納付されていることが確認でき、この時点で当該期間の付加保険料は

納付することができない。 

そのほか、申立人の母親が申立期間①の定額保険料及び申立期間②の付加保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間①の定額保

険料及び申立期間②の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①の国民年金保険料及び申立期間②の付加保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13762（事案2997の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年１月から 44年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年１月から44年３月まで 

前回は、申立期間のうち昭和 43年２月から44年３月までの国民年金保険料につい

ては納付していたものと認められなかった。今回は、前回認められなかった期間と同

じように保険料を納付していた 43 年１月を追加して申立てを行うので、再度調査を

して、申立期間の保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 43年２月から 44年３月までの期間に係る申立てについては、申

立人は印紙検認による納付の記憶が無い上、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた同年８月時点では、当該期間の国民年金保険料は過年度納付することが可能である

が、申立人は保険料を遡って納付した記憶が無く、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないことなどから、既に年金記録確認Ａ地方第三

者委員会（当時）の決定に基づき、平成 21 年２月４日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前回年金記録の訂正が不要とされた上記期間に昭和 43 年１月を追

加して申立てを行っているが、当該追加期間の保険料納付に係る状況は前回訂正が不要

とされた期間の保険料納付に係る状況と同様であり、また、申立人から新たな資料等の

提出は無く、そのほかに年金記録確認Ａ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情も認められないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13763 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 12 月から 52 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年12月から52年３月まで 

私は、父から、学生だった私を 20歳の時から国民年金に加入させ、私が昭和52年

４月に結婚するまでの国民年金保険料を納付していたと何度か聞いたことがある。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父親から、申立人が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行

い、昭和 52 年４月に結婚するまでの国民年金保険料を納付していたと何度か聞いたこ

とがあるとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号直近の記号番

号の任意加入被保険者に係る資格取得日から、結婚後の同年６月頃に払い出されたと推

認でき、同年同月時点で申立期間のうち 50 年３月以前の保険料は時効により納付する

ことができない上、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとする

父親から聴取することができない上、申立人は、加入手続及び申立期間の保険料納付に

関与していないとしていることから、申立期間における加入手続及び保険料納付の状況

は不明である。 

そのほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13764 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 40年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から40年１月まで 

私は、昭和 36年10月頃に、同じ住宅に居住していた知人から勧められて国民年金

の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を２回か３回に分けて納付した。１回

の納付額は、当時としては大金の 800円であった。申立期間が国民年金の未加入期間

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年10月頃に国民年金の加入手続を行ったと述べているが、申立人

の国民年金手帳から、申立人は 43年12月９日に任意加入の手続を行っていることが確

認でき、申立期間は、国民年金の任意加入適用期間に係る未加入期間であり、制度上、

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続を行ったとする昭和36年10月頃に国民年金手

帳を受け取った記憶は無く、保険料を納付した後に領収書を受け取ったと述べているが、

申立期間当時の保険料の納付方法は、国民年金手帳に印紙を貼付する印紙検認方式であ

り、申立人の説明は当時の制度と相違している。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13765 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和58年12月から62年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年12月から62年３月まで 

 私は、昭和58年12月に会社を退職し、しばらくは国民年金に加入していなかったが、

59年７月頃に祖母が私の国民年金の加入手続を区出張所で行い、過去の未納期間の国

民年金保険料と併せて毎月保険料を納付していた。＊年＊月に祖母が亡くなってから

は母が毎月保険料を納付していたと思う。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の年金手帳に押印されている交付日から、平成元

年５月に払い出されたと推認でき、同年同月時点で申立期間の国民年金保険料は時効により納

付することができない。 

また、申立人の国民年金の加入手続を昭和59年７月頃に行ったとする祖母から当時の状況を

聴取することができない上、申立人及びその母親は加入手続に関与していないとしていること

から、申立期間における加入手続の状況は不明であり、申立人に対して別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の祖母及び母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年４月から同年10月１日まで 

   Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

に勤務していた実兄の紹介で、Ｃ県Ｄ市Ｅにあった同社本社のＦ課に勤務し、申立期

間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の現在の人事責任者は、Ａ社の本社がＣ県Ｄ市Ｅにあった記録は確認できたが、

保管してある資料から申立人の在籍は確認できなかった旨回答している。 

また、Ａ社Ｅ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び申立期間の

前後に、申立人の実兄の被保険者記録が確認できる同社（Ｇ本社）に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿から、所在が確認できた 51 人に照会したところ、申立人が所属

していたとするＦ課に勤務していたとする元従業員６人を含む 32 人から回答を得たが、

申立人を記憶している者は確認できなかった。 

さらに、申立期間当時、ＥのＦ課に所属していたとする複数の元従業員は、Ｆ課には

多数の学生アルバイトを雇っていたが、学生アルバイトは厚生年金保険に加入しておら

ず、また、申立期間当時、Ｆ課には若い男性の正社員は勤務していなかった旨供述して

いるところ、当該従業員の一人は、アルバイトの一部にはＡ社の社員の子弟も含まれて

いたとしている。 

なお、申立人の実兄は、相当昔のことであり、申立人をＡ社に紹介したように思うが、

申立人の勤務期間や雇用形態などの詳細は覚えていない旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

  



生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 20年から21年頃まで 

          ② 昭和 28年から30年頃まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した申立期間②の厚生

年金保険の加入記録が無い。両社に勤務し厚生年金保険に加入していたはずなので、

両申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｂ社は、当時の社会保険の被保険者台帳（会社控え）に申立人

の氏名は無く、在籍の事実及び当時の厚生年金保険の取扱いについて確認できない旨回

答している。 

また、申立期間①当時にＡ社に勤務しており所在の確認ができた従業員二人は、申立

人を知らないと供述している上、そのうち、当該期間に本社総務部で勤務していたとす

る者は、正社員は厚生年金保険に加入していたが、入ってもすぐに辞めてしまう人も多

く、また、当時は職人や臨時雇用者も多数働いており、そのような者は、社会保険に加

入させていなかったと思う旨供述している。 

さらに、申立人が記憶している工場の職長だったとする者については、姓のみの記憶

のため、当該人物を特定することができず、そのほかに同僚の氏名を記憶していないこ

とから、申立人の勤務実態及び保険料控除等の事実について照会を行うことができない。

加えて、Ａ社及び同社の工場に係る被保険者名簿のうち、申立期間①に係る健康保険

労働者年金保険被保険者名簿には申立人の氏名は見当たらない上、申立人に係る厚生年

金保険被保険者台帳にも当該期間に係る記録は見当たらない。 

申立期間②について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社が

厚生年金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｃ社の所在地を管轄する法務局は、同社の商業登記の記録は確認できない旨回

  

 



答している上、申立期間②当時のＤ県職業別電話帳及び個人別電話帳を調査したが、同

社及びそれに類する掲載は見当たらず、同社に関する情報を得ることができなかった。 

さらに、申立人は、Ｃ社の代表者及び同僚の氏名を記憶していないことから、申立人

の勤務実態及び保険料控除等の事実について照会を行うことができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24459（事案17789の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成５年１月１日から６年 10月31日までの期間及び８年

６月12日から 11年９月１日までの期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録の訂正を認めることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、平成６年 10 月 31 日から８年６月 12 日までの期間

における厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から11年９月１日まで 

  Ａ社の代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額の引下げ及び加入記録が無いことについては、社会保険事務所（当時）の職

員に強要されたものであることから、記録を訂正してほしい旨第三者委員会に申し立

てたところ、同委員会から記録の訂正は必要でないとの通知を受けた。 

しかし、不正により行われた標準報酬月額の減額訂正及び資格喪失処理は取り消さ

れるべきであり、今回、新たな資料として、社会保険事務所が確認印又は調査済印を

押している資格取得時の「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、平成

４年 10 月の「被保険者標準報酬決定通知書」及び５年４月の「被保険者標準報酬改

定通知書」を提出するので、標準報酬月額を当初の記録に訂正の上、Ａ社に勤務して

いた資格喪失後の期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成５年１月１日から８年５月 31日までの期間及び同年６月12日

から 11 年９月１日までの期間に係る申立てについては、Ａ社に係る商業・法人登記簿

謄本により、申立人は、同社の代表取締役であったことが確認できるところ、申立人自

らが、標準報酬月額の減額訂正及び被保険者資格の喪失に係る書類に押印したと供述し

ていることから、当該減額訂正及び資格喪失処理を有効なものでないと主張することは

信義則上許されないこと、また、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以降

の期間については、給与から厚生年金保険料を控除していないと供述していること等か

ら、既に年金記録確認Ｂ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、23 年６月８日付

  



けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、新たな資料として、Ａ社における資格取得時の

「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」、平成４年 10 月の「被保険者標

準報酬決定通知書」及び５年４月の「被保険者標準報酬改定通知書」を提出し、上記減

額訂正及び資格喪失に係る手続は社会保険事務所の職員に強要された不適正なものであ

ることから、標準報酬月額を当初の記録に訂正し、申立期間のうち、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった日以降の６年 10 月 31 日から８年６月 12 日までの期間を

被保険者期間として認めてほしいと申し立てているところ、オンライン記録によると、

当該決定通知書及び改定通知書に記載されている標準報酬月額は、当該減額訂正前の標

準報酬月額と一致していることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、社会保険の届出事務の権限を有するＡ社の代表取締役とし

て、自らの標準報酬月額の減額訂正及び被保険者資格の喪失に係る手続に関与しており、

また、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以降の期間については、給与か

ら厚生年金保険料を控除していないと供述していることから、当該減額訂正及び資格喪

失処理を有効なものでないとする主張は認められず、申立人から提出のあった上記の新

たな資料については、年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情に当たらず、このほかに同委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当た

らないことから、申立期間のうち、平成５年１月から６年９月まで及び８年６月から

11 年８月までにおける標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできず、また、

申立期間のうち、６年 10 月 31 日から８年６月 12 日までの期間における資格喪失日に

係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から10年６月30日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額の記録が、実際に支給されていた報酬月額よりも引き下げられているので、調査

して標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間である平成８年 10月から10年５月までの期間に係る

厚生年金保険の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、59 万円と記録され

ていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年６月 30 日より後の

同年７月６日付けで、８年 10 月に遡って９万 2,000 円に減額訂正されていることが確

認できる。 

一方、申立人は、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、同

社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 55 年６月１日から事業主となっており、

平成 10 年７月７日に新たな事業主と交代するまで、同社の事業主として記録されてお

り、上記遡及減額訂正処理が行われた同年７月６日時点においても、事業主であったも

のと認められる。そして、申立人が上記遡及減額訂正処理の行われた同年７月６日も同

社の事業主であったことは、同社に係る商業・法人登記簿謄本において、申立人が同年

７月７日に代表取締役を退任していることから確認できる。 

また、当該遡及減額訂正と同日付けで、Ａ社において、申立人と共同の代表取締役で

あった者についても、申立人と同様に標準報酬月額の遡及減額訂正が行われていること

が確認できる。 

なお、申立人は、申立期間に社会保険料の滞納があったことは知っていたと供述しな

がらも、「遡及訂正処理日頃は、もう一人の代表取締役が会社の実権を握っており、標

準報酬月額の引下げについて、相談や了解を求められた記憶は無い。」と主張している

  



が、もう一人の代表取締役が既に死亡していることもあり、これを確認することができ

ない。  

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として、上記標準報酬月額の遡及減額訂正の届出を行ったことについて、

当該遡及減額訂正が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の申

立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24462 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月頃から47年12月24日まで 

   Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用

事業所となった記録は確認できない。 

また、Ａ社については、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無いため、同社

に対して申立内容に関しての照会ができない上、申立人は、同社の事業主及び複数の従

業員の氏名を記憶しているものの、これらの者は連絡先が不明又は連絡が取れないため、

申立人の勤務の状況や同社の厚生年金保険の適用状況について確認することができない。

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年４月30日から31年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

申立期間も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は、同社における厚

生年金保険の被保険者資格を、申立期間の初日である昭和30年４月30日に一旦喪失し、

その後申立期間の最終日である 31 年２月１日に再取得しており、申立期間の被保険者

記録が無いところ、申立期間についても、同社に勤務していたので、被保険者として加

入記録が無いのは納得できないとして申し立てている。 

しかしながら、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本を確認したところ、同社は、既に解

散している上、申立期間当時の事業主は、死亡していることから、同社及び同社の事業

主から、申立人の申立期間における勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

また、上記被保険者名簿において、申立期間当時に厚生年金保険の被保険者になって

いることが確認でき、かつ、連絡先が判明した従業員一人に照会したところ、同人は、

申立人を記憶しているものの、申立人の勤務期間について明確な記憶が無く、申立人の

申立期間における勤務の状況を確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿を見たところ、申立人のＡ社における被保険者としての記

録は、同一ページに全て記録されており、当該ページにおいて申立人の資格取得及び資

格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）が受理した際の番号は、それぞれ別の番号

となっていることから、同社は当該名簿の記録どおりの届出を行っていたことが推認で

きる上、当該名簿の申立人の被保険者記録は、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳

  



の記録と一致していることから判断して、社会保険事務所が申立人の同社に係る資格取

得日及び資格喪失日について誤って記録したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年６月１日から34年９月１日まで 

   Ａ社が経営していたレストランで調理師として勤務していた期間のうち、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には１年半ほど勤務していた記憶があるので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、Ａ社は、昭和 44 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、申立期間当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に死亡している

ため、同社及びこれらの者から、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社の従業員については、上司一人の姓のみを記憶しているが、同

人と思われる被保険者は既に死亡しているため、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿から、申立期間及びその前後に被保険者記録がある 12 人の従業員に申立人の

勤務及び厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答があった８人のうち、２

人が申立人を記憶していたものの、申立人の在籍期間については不明としている上、い

ずれの回答者も、申立人に係る厚生年金保険の取扱いについては分からない旨供述して

いる。 

さらに、上記回答者のうちの一人で、申立期間当時に給与事務を担当していた従業員

は、厚生年金保険の未加入期間に給与から当該保険料を控除することはあり得ない旨供

述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年８月１日から30年１月１日まで 

   Ａ局（現在は、Ｂ局）に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録

が無い。勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ局の回答から、申立人が、申立期間においてＡ局に臨時傭人として勤務していたこ

とは確認できる。 

しかしながら、Ａ局に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同局は、昭

和 30 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所で

はなかったことが確認できる。 

また、Ｂ局は、当時の臨時傭人の給与や社会保険関係の資料を保管していないことか

ら、申立人のＡ局における給与や厚生年金保険料の控除等については不明であるとして

いる。 

さらに、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、申立人の被保険者記号番号

は、昭和30年１月 27日付けで払い出され、申立人が、Ａ局が厚生年金保険の適用事業

所となった同年１月１日に初めて厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 

  




